
  

 

 

公的年金等の収入金額が 400万円以下で、公的年金等以外の所得が 20万円以下

であっても市県民税の申告が必要な場合があります。次のフローチャートにより市

県民税の申告が必要かをチェックしてください。 

※所得税が源泉徴収されており、還付を受ける場合は確定申告が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本年金機構等に扶養親族等申告書(はがき)を提出している  

(老齢年金等が 108万円(65歳以上の方は 158万円)以上ある方が提出の対象です) 

扶養親族等申告書(はがき)で申告した

内容に変更がある 

年金から天引きされていない社会保険料・生命保険料・ 

扶養親族・医療費・寡婦・ひとり親などの控除を追加したい 

公的年金等を受給されており、 

所得税の確定申告書の提出が不要となられたかたへ 

１月１日現在、 

松山市に居住していた 

１月１日現在、居住していた

市町村でご確認ください 

公的年金等以外の所得金額がある 

(営業等所得、不動産所得、農業所得、 

一時所得、個人年金等の他雑所得など） 

市県民税の申告書の提出

は不要です 
市県民税の申告書の提出が必要です 

公的年金等の源泉徴収票と他の所得金額や控除

に必要な書類と一緒に市県民税の申告書を提出

してください。 
※個人の市県民税が課税されないかた（非課税該当者）

は市県民税の申告書の提出は義務ではありません。 

いいえ はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

いいえ 
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はい 

はい 
はい 


